
 

 

 

 

 

武蔵村山市広報戦略の策定について 

 

 このことについて、別添のとおり平成３０年度から平成３４年度までの武蔵村山

市広報戦略を策定いたしましたのでお知らせいたします。 
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Ⅰ 背景・現状 
 

１ 策定の背景 

 

広報戦略の策定が増えている背景としては、緩やかな景気回復が期待される中に

あっても、人口減少、少子高齢化社会の到来への対応において、多くの自治体で認

知度向上や人口増加のために他自治体との差別化を図る独自の取組が進められて

いることが挙げられる。 

また、自治体の政策や取組に対して、住民からの支持・信頼・共感を得るための

効果的な活動、さらに、新しい観光客や産業を呼び込むための効果的な活動の重要

性が高まっていることも挙げられる。 

そして、住民が自治体を選ぶといわれている時代である。自治体が良い施策を実

施していても、その施策の存在や内容を知ってもらわなければ、住民から選ばれる

可能性は低い。そこで、選ばれる自治体になるために、広報活動は必須の取組であ

る。 

広報戦略は、これら独自の取組、効果的活動、選ばれる自治体になるための自治

体間競争の一側面として激化している広報競争を、戦略を持って攻略していくため

の計画である。 

生活が豊かになり、個人の趣味や嗜好はより多様になり、人々が多様に生きるこ

とができる個性化が進んだ社会の中で、常用メディアも多岐になり複雑化してきて

いる。こうした社会環境の変化に対して行政広報はどのように向き合っていけばよ

いのか、それが自治体の課題でもある。全ての住民に対し等しく情報を伝えること

は難しい。そこで、必要としている人に必要な情報を届けることが求められる。住

民が知りたいと思う情報を認識し、知りたい相手に、分かりやすく伝える的確な広

報の実現により、行政広報の使命が果たせるのではないだろうか。 

住んでいる人は住み続けたいと思い、働いている人は働き続けたいと思い、訪ね

てきた人はまた来たいと思うようなまちを目指し、また、まちのために何かしたい

と思う人を増やし、何かしたいと思う人たちが活躍できるまちを目指して、積極的

な広報活動を展開していくため、ここに武蔵村山市広報戦略を策定する。 
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２ 広報活動の現状 

 

市では、秘書広報課が中心となり広報活動を行っている。市報むさしむらや

ま、市ホームページ、公式ツイッター・フェイスブックページを活用し関係各課

と情報共有しながら適切な情報発信に努めている。 

市内向けには市報むさしむらやま、掲示板、くらしの便利帳等があり、それ以

外の広報手段では市内外を問わず情報発信をしている。 

現在行っている主な広報活動は次のとおりとなる。 

 

主な広報手段とその概要と実績 

 広報手段 概要 実績（平成 28年度） 

１ 

 

市報むさしむら

やま 

毎月１日（奇数月及び４月は１

日と１５日）に発行。市内全戸配

布のほか、公共施設等に設置。声

の広報あり。ウェブ上では、PDF

版、電子書籍版あり、平成３０年

３月声の広報も公開。 

印刷部数 
年間      589,100部 
1回当たり   31,005部 

２ 

 

ホームページ 市報に比べ、より詳細な情報を

掲載。ページの更新は各課で実

施。平成２８年３月にリニュー

アル。ページ番号で市報と連携。 

アクセス数 
年間      389,713件 

一日平均    1,068件 

３ 

 

市政情報メール 市政・災害・犯罪情報があり、情

報ごとに登録が可能。市政情報

については、原則、毎週金曜日午

後４時に市のイベントや納期の

お知らせ等を、毎月１日に健康

のお知らせを配信。また、インフ

ルエンザによる学級閉鎖状況等

や、災害・犯罪情報については、

随時配信。災害情報については、

２４時間配信。平成１８年３月

開始。平成２０年７月システム

導入。 

登録者数 
犯罪情報     3,847件 
災害情報     4,087件 
市政情報    2,645件        
延べ登録者  10,575件 
配信回数 
犯罪情報        16回 
災害情報      38回 
市政情報       89回 

４ ツイッター 

フェイスブック

ツイッターは各課で、フェイス

ブックページは秘書広報課が各

ツイッター    
投稿数     688件 
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ページ 課からの依頼により発信。ただ

し、課にフェイスブックアカウ

ントを持つ職員がいる場合は、

課から記事を投稿。 

武蔵村山の魅力教え隊隊員は、

「#MM教え隊」を付けて魅力を発

信。平成２４年２月開始。 

平成２８年４月市広報キャラク

ターＭジロのつぶやき投稿を開

始。 

フォロワー数 
1,742件 

フェイスブック 
 投稿数     247件 
 いいね数    661件 

 

５ 掲示板 市内全６６か所に設置。市から

のお知らせのほか、市民も２週

間の掲示期間で利用。 

設置数         66か所 
掲示件数      126件 

６ プレスリリース

（報道機関への

情報提供） 

報道機関（立川市政記者クラブ）

へ随時情報提供。随時、「Ｍジロ

の情報便」として、イベントや施

策についてまとめて情報提供し

ている。 

提供件数       75件 
新聞等掲載件数  

95件  
    (本市のみ  43件) 
     (一部    52件)   

７ ラジオ エフエムたちかわに、月１回、約

１０分間、直近の催し物等の告

知等を職員が電話出演。平成  

２３年９月開始。 

出演状況     10回 

 

８ くらしの便利帳 地域や行政、生活についての情

報を掲載した冊子。２～３年ご

とに発行。市内全戸配布。ウェブ

上では、PDF版、電子書籍版を公

開。 

発行部数 
平成 28年度  36,000部 
平成 26年度  33,500部 
平成 23年度  36,000部 

９ むさしむらやま

動画チャンネル 

各課や自主研究グループ等で作

成した市のPR動画や職員採用PR

動画等を配信。平成２８年１０

月開始。 

アップロード件数 
10件 

月平均再生回数トップ値      
158.7回 

10 武蔵村山の魅力

教え隊 

平成２７年１０月に結成。隊員

には、武蔵村山市が好きな人・興

味がある人なら誰でもなれる。

隊員証を発行。隊員は、武蔵村山

の魅力を広く域内外に発信。 

隊員数      304人 
♯MM教え隊投稿件数      
ツイッター   市  71件 

       市民 71件    
フェイスブック 
        市 104件 
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市の魅力を SNS（「♯MM教え隊」

を付けて発信）や口コミ、電話や

井戸端会議等で広めていく。 

      市民 122件  

11 武蔵村山の魅力

づくり推進事業 

市内の地域資源を生かした本市

ならではの新鮮で感動的な体験

を提供（魅力マイスター）し、体

験した人が情報を発信（魅力教

え隊）する「魅力教え隊及び魅力

マイスター制度」の構築及びそ

れに伴う事業の実施、制度を活

用したツアーを実施。 

まち全体の賑わい創出の基盤づ

くり。 

・専用ホームページの立
ち上げ 

・モニターツアーの開催 
・マイスターリーフレッ
トの作成 

・PRキャラクターむむち
ゃん誕生 

・協議会、研修会、交流

会の開催       等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 武蔵村山の魅力マイスター認定証 

魅力マイスター認定書を授与しています！ 

武蔵村山の魅力発見・発信ホームページ 

魅力づくり推進事業に関する情報が 

このページに集約されています！ 

 

 

武蔵村山の魅力教え隊隊員証 

武蔵村山市の魅力を発信している人・したい人で入隊を 

希望するかたに隊員証を配布しています！ 

 



5 
 

Ⅱ 戦略 
 

１ 戦略の概要 

⑴ 現状から見えてくる課題を戦略へ 

広報活動は、広報担当課の所管範囲にとどまらず、政策説明、市政情報提供、

観光振興、企業誘致、危機管理など多様な側面がある。したがって、こうした広

報活動を行う主体（所管部署）は全庁に及んでいるが、現状、広報は広報担当課

が行うものという考えがある。 

そこで、本戦略では、多様な側面をもつ広報活動は、各部署の業務の中に含ま

れており、それら情報発信は各部署が責任をもって行うものということに、気付

き実践していくものであることを示す。 

➡ 戦略Ⅰ・みんなで広報（全庁で取り組む広報） 

 

情報発信は、発信することが目的ではなく、確実に伝わり理解や行動に結び付く

ことが目的である。そのためには、分かりやすく情報を発信することが必要である。 

しかし、自治体からの情報に、住民にとって分かりづらい表現や内容があること

も残念ながら事実である。分かりやすく情報を発信することと、情報を正確に伝え

ることの両立は難しいが、情報が正確に伝わらないことで誤解が生じたり、必要な

手続きに不備が生じたり、生命の危機に見舞われることもある。自治体には、でき

るだけ分かりやすく情報を発信することが求められている。 

そこで、本戦略では、各種広報手段の特性とその利用者の特性を理解し、職員 

一人ひとりが情報を分かりやすく伝えようとする意識の啓発を行うことを示す。 

➡ 戦略Ⅱ・伝わる広報（情報を分かりやすく発信する広報） 

 

 市は、全ての住民に向けての情報発信を心掛けるあまり、この情報を誰に届けた

いのか、誰に見つけてほしいのかという視点があいまいになっている。市からの情

報発信を、主に紙ベースの広報紙で行っていた時代は、受け取る側も唯一の情報収

集ツールである広報紙に一定の信頼をもって情報を得ていた。 

しかし、近年は、ICT（情報通信技術）の発展に伴い情報をめぐる社会環境が大き

く変化した。スマートフォン等の情報端末や SNSの利用の普及により、情報発信に

おいても様々な情報媒体の先にいる人が必要としている情報を、媒体の特性を生か

して情報選択して発信することが必要である。要するに、伝えたい対象者に合った

情報媒体を利用し、様々な環境にいる幅広い世代のニーズに対応していくことが求
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められている。 

また、多くの情報の中から、その情報を必要とする人が見つけやすいように発信

することも必要である。 

そこで、本戦略では対象者に情報を的確に届けるため、情報を発信する際には、

対象を明確にして情報媒体を選択し、対象者への呼びかけ、また、発信時機につい

てもタイミングを捉えて行うことを示す。 

➡ 戦略Ⅲ・届く広報（必要とする人が見つけやすい広報）） 
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〇政策広報 

〇危機管理広報 

〇税広報 

〇協働広報 

〇観光広報 

〇産業広報  

〇環境広報 

〇生活(豊かさ)広報 

〇子育て広報 

〇メディア向け広報 

〇庁内広報 

スタッフプライド（Staff Pride） 

職員が行政に携わることに抱く誇り 

 

市民（在住、在勤、日本人、外国人、 

本市出身、企業・商店・機関、 

市民団体・NPO・自治会等） 

シビックプライド（Civic Pride） 

市民が自分のまちに抱く愛着と誇り 

 

市外（マスメディア、ビジター、 

転居希望者等） 

 

みんなで広報 

（全庁で取り組む広報） 

 

 シティプロモーション戦略 

 

広報戦略 
（行政改革大綱搭載）※ 

 

 

広報戦略のイメージ 

伝わる広報 

（情報を分かりやすく発信する広報） 

 〇市報むさしむらやま 

〇市ホームページ  

〇情報提供メール   

〇ツイッター、フェイ   

スブックページ  

〇むさしむらやま動画 

チャンネル  

〇掲示板  

〇報道 

〇各種お知らせちらし 

〇各種パンフレット 

※第六次行政改革大綱推進計画では、「広報

戦略（シティプロモーション戦略）」の策定

となっているが、広報戦略とは、シティプ

ロモーションの下支えとなるものであり、

シティプロモーション戦略を実現するため

に広報の果たす役割を示すものである。よ

って、シティプロモーション戦略と広報戦

略は分けて考える必要がある。そこで、本

策定は「広報戦略」とする。 

 

〇武蔵村山の魅力教え

隊・魅力マイスター

制度  

〇キャラクター＜市広

報キャラクターM

ジロ、魅力づくり推

進事業 PR キャラク

ターむむちゃん＞  

〇その他（事業説明会、

パブリックコメン

ト、市長への手紙、

出前講座等）  

※ブランドメッセージ

制定 

 

対象者と媒体を意識し、その情報を必要としている人が、見つけやすいように届ける。 

届く広報（必要とする人が見つけやすい広報） 
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⑵ 戦略の目的 

戦略では、市民からの支持・信頼・共感を得るための効果的活動の展開方法を

明示し、以下の目的の実現に向けて、今、実行すべき体制を明確にする。 

 

戦略を貫く考え方として「職員みんなで」という基本認識の下、 

目的を「みんなが つながる 好きになる むさしむらやま ～住み

続けたい、働き続けたい、遊びに行きたい、まちのために何かしたい・したい人

が活躍できる まちの実現～」 と定める。 

 

目的を実現するため、３つの戦略で、市の施策、市の考えや思いを市民の気持

ちに届ける取組を実践する。 

そして、職員が行政に携わることに抱く誇り（スタッフプライド-Staff Pride-）

と、市民が自分のまちに抱く愛着と誇り（シビックプライド-Civic Pride-）の醸

成を図る。 

 

３つの戦略は、次のとおりとなる。 

戦略Ⅰ・みんなで広報（全庁で取り組む広報） 

戦略Ⅱ・伝わる広報（情報を分かりやすく発信する広報）    

戦略Ⅲ・届く広報（必要とする人が見つけやすい広報）  

  

これら３つの戦略に取り組むことで、市に対する市民の理解を深め、市民から

の信頼を得て、より良い関係を構築し、市民と市、市民と市民、市民と市への来

訪者等がつながり、つながった全ての人に武蔵村山市を好きになってもらうもの

である。 
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目的を実現するための３つの戦略を立て、市の施策、活動、市の考えや思いを市民の気持ち

に届ける取組を体系的に取りまとめ、それらに対する市民の認識・関心・参加の向上を目指

す。そして、職員が行政に携わることに抱く誇り（スタッフプライド-Staff Pride-）、市民が

自分のまちに抱く愛着と誇り（シビックプライド-Civic Pride-）を醸成する。 

戦略Ⅰ・みんなで広報（全庁で取り組む広報）・・・・・・・つながる            

戦略Ⅱ・伝わる広報（情報を分かりやすく発信する広報）・・つながる 

戦略Ⅲ・届く広報（必要とする人が見つけやすい広報）・・・つながる 

 

 

 

 

 

広報の分野及びその主

な目的と担当部署を示し、

全庁的に、情報は広報する

という共通認識を持つ。同

時に、戦略的広報を統括す

る部署の機能強化が必要

である。 

 

 

 

 

 

的確に届く広報の実践。

その情報を必要とする人

が見つけやすいようにす

る。市民向け、市外向け等、

対象者の違いを意識し、そ

れらの目線に立った広報

を展開する。情報発信媒体

を意識する。 

 

 

 

 

 

各種広報手段を生かし

正しく伝わる広報の実践。

正しく伝わることで、受け

手の理解や行動に結び付

く。正しく伝わる広報のた

めには、表現の分かりやす

さが重要であることを、職

員が理解する。 

 

１ 策定の背景・概要 

 

広 報 戦 略 概 要 

 

 

 

 

   要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴自治体を取り巻く状況の変化 

・広報水準の向上  ・広報競争の激化  ・市外を意識した広報 

 

 ⑵戦略策定の概要等 

＜概要＞市民からの支持・信頼・共感を得るための効果的広報活動の方法を定め、目的に 

向けて、推進すべき方針を示す。 

＜戦略を貫く考え方＞   

基本認識：戦略は職員みんなで 

目的：みんなが つながる 好きになる むさしむらやま 

～住み続けたい、働き続けたい、遊びに行きたい、 

まちのために何かしたい・したい人が活躍できる まちの実現～ 

 

 

２ ポイント 

 

戦略Ⅰ・みんなで広報 

（全庁で取り組む広報） 

 

 

 

戦略Ⅱ・伝わる広報 

（情報を分かりやすく発信

する広報） 

 

戦略Ⅲ・届く広報 

（必要とする人が見つけや

すい広報） 

 

好きになる 

 

広報戦略概要最終版（ページ挿入用）1%20.docx
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３ 視点とその特性 

 

 

〇政策広報（政策・計画、行政評 

価等の情報）企画政策課（関 

係各課） 

〇危機管理広報（平時の防災情

報、有事の災害対応・安否情報

等）防災安全課 

〇税広報（税に関する情報） 

課税課、収納課 

〇協働広報（協働に関する情報） 

協働推進課（関係各課） 

〇観光広報（観光・イベント等 

の情報）観光課、文化振興課、 

スポーツ振興課 

〇産業広報（産業・商業等の情 

報）産業振興課 

〇環境広報（生活者に対する環 

境情報、企業に対する環境共生 

取組促進情報）環境課、ごみ対 

策課 

〇子育て広報（地域への定住、

子育て情報）子育て支援課、子

ども育成課、地域福祉課、教育

委員会 

〇生活（豊かさ）広報（公共サ 

ービス・施設等の情報、より良 

い生活のための情報）市民課、 

保険年金課、課税課、健康推進 

課、高齢福祉課、障害福祉課、 

地域福祉課、生活福祉課、都市 

計画課、文化振興課、スポーツ 

振興課 

〇メディア広報（パブリシティ

活動）秘書広報課（関係各課） 

〇庁内広報（組織運営ビジョン

等の情報共有）秘書広報課（関

係各課） 

戦略Ⅰ・みんなで広報 

（全庁で取り組む広報） 

 
 

〇市報むさしむらやま(市民の市

政に関する情報入手方法の 80％を

占める) 

〇市ホームページ（詳細、迅速性、

多言語） 

〇情報提供メール（正確性、信頼性）  

〇ツイッター、フェイスブックペ

ージ（共感の創出：通常時）、（迅速

性：非常時）  

〇むさしむらやま動画チャンネ

ル（興味の創出） 

〇掲示板（市民と市民をつなぐ） 

〇報道＜新聞、エフエムたちかわ、

J:COM等＞（露出、拡散） 

〇各種お知らせちらし、通知書

（訴求性、多言語） 

〇各種パンフレット、冊子等＜く

らしの便利帳、観光マップ等＞（効

果的配布、多言語） 

〇武蔵村山の魅力教え隊・魅力マ

イスター制度（各種イベント、観

光事業、産業振興事業、施策等での

積極的な活用）  

〇キャラクター＜市広報キャラク

ターMジロ、魅力づくり推進事業 PR

キャラクターむむちゃん＞  

（いろいろな場面での積極的な登用） 

〇その他 

事業説明会、パブリックコメント、

市長への手紙、出前講座等 

※ブランドメッセージ制定（未来

に向けた地域内外の共感を獲得で

きるメッセージ、将来どういうまち

でありたいかを示すことば、ロゴ） 

戦略Ⅱ・伝わる広報 
（情報を分かりやすく発信する広報） 
 

 

 

 

【対象】 

〇市内向け 

・年代別、職業別、

ライフスタイル

別 
・市民（在住・在勤、

日本人、外国人） 

・企業・商店・機関 

・市民団体・NPO・自

治会等 

・特定サービスを必

要としている人 

〇市外向け 

・マスメディア 

・他自治体等関係者 

・ビジター（観光、

ビジネス等） 

・転居希望者等 

〇その他   

・職員     

 

【媒体】 

〇紙 
・市報  

・ちらし 

・パンフレット等 

〇インターネット 

・ホームページ 

・ツイッター、 

フェイスブック 

・ユーチューブ 等 

 

【時機】 

〇タイミング 

・適時性  

・即時性 

戦略Ⅲ・届く広報 
（必要とする人が見
つけやすい広報） 
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〇市報むさしむらやま（H32） 

・市報リニューアル 

・市報原稿作成ルールブックの見直

しを行い、分かりやすい情報発信

に取り組む。秘書広報課 

〇市ホームページ（H30） 

 ・職員研修で操作方法を徹底させ

る。秘書広報課 

〇ツイッター、フェイスブックページ

（H30・31） 

 ・見出し、または、届けたい人への

呼びかけを文頭に入力する。            

各課 

・＃MM 教え隊投稿記事の集約をホ

ームページ内で行う。秘書広報課 

〇動画（H30・32） 

・むさしむらやま動画チャンネルの 

  アップ数を増やす。 

・国立音楽大学と連携で作成した市

PR用の歌と踊りの動画を制作す 

る。秘書広報課 

〇伝わる情報発信（分かりやすい情

報発信）研修（H30） 

 ・各課からの発行物の作成、SNS 発

信のための分かりやすい情報発

信研修を実施する。秘書広報課、

職員課 

〇ブランドメッセージの制定（H32） 

 ・市制施行 50周年事業の中で実施 

する。企画政策課  

          

４ 主な取組とその内容 

及び 

戦略Ⅱ・伝わる広報 

（情報を分かりやすく発信する広報） 

 

 

 

 

 

〇ＰＴの設置（H30） 

広報戦略の推進、

取組状況確認、見

直し等を所掌 

〇情報発信計画の

作成（H30） 

 各課において情

報の洗い出し気

付き）を行い、

保有情報の把握

と発信情報の整

理を実施。  

〇特命魅力教え隊

隊員（特命 MM 教

え隊）（H30） 

市報連絡員及び

ツイフェス担当

者会議制度の見

直しを行い、新

たな役割を持た

せる。    

〇マニュアルの更

新、作成 

（H30・31） 

プレスリリース

マニュアルの更

新。災害時・緊

急時等のマスコ

ミ対応マニュア

ルの作成。            

 

戦略Ⅰ・みんなで広報 

（全庁で取り組む広報） 

 

 

 

〇見つけやすい発信の 

実施（H30）     

・呼びかけ 

〇〇市民限定、〇〇

市民向け、市にお越

しの皆様、企業関係

者の皆様等、発信相

手を明確にする。       

・タイミング 

  いつ、どのタイミン

グで発信するのが効

果的かを見極める。

各課   

〇情報交換の実施（H30） 

報道関係者との情報交

換の実施。 

市民団体・NPO、企業・

機関、関係団体等の広

報関係担当者等とつな

がりを持ち、協力体制

を構築する。秘書広報

課、協働推進課、観光課 

〇外国人への対応（H32） 

多言語化を進める。協

働推進課、観光課 

〇高齢者・障害者への対

応（H30） 

届きやすい手段での情

報の提供を目指す。高

齢福祉課、障害福祉課 

 

 

 

 

戦略Ⅲ・届く広報 
（必要とする人が見つけやす
い広報） 

※（ ）内の年度は目標年度。 

※検討部会から報告された具体施策の取組事項については、参考資料編に記載。 
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２ ３つの戦略 

⑴ 戦略Ⅰ・みんなで広報（全庁で取り組む広報） 

① ポイント 

自治体には縦割り意識からか広報担当以外の部署では広報活動は必要ないとい

う意識が潜在する。そのため、担当する業務において市内外にお知らせする情報

が多くあることに気付いていない職員も多く、また、この情報は広報すべき情報

などと意識して仕事をすることは少ないと思われる。 

そこで、広報活動の分野とその主な目的及び担当部署を示し、情報は広報する

ものという共通認識を職員が持ち、業務に当たるよう職員の意識改革をすること

が、この戦略のポイントとなる。 

それに伴い、全庁的な取組を成功させるためには、広報活動を戦略的に統括す

る部署の機能強化が大変重要となってくる。 

 

② 視点とその特性 

全庁に及んでいる広報活動のその主なものと内容、所管部署は次のとおりとな

る。 

   

主な広報活動 

 視点 特性 主な情報・発行物等 部署 

１ 政策広報 政策・計画、行政評
価に関わる情報の
提供 

長期総合計画、総合戦
略、行政改革、部局マニ
フェスト、公共施設等
総合管理計画等 

企画政策課 
（関係各課） 

２ 危機管理
広報 

平時における防災
情報の提供、有事に
おける災害対応情
報・安否情報等の提
供 

災害対策、減災対策、防
犯対策、交通安全対策、
消防団、被害状況、緊急
情報、地域防災計画等 

防災安全課 

３ 税広報 税に関する情報の
提供 

税の賦課、収納情報等 課税課 
収納課 

４ 協働広報 市民参加型事業の
促進情報の提供 

協働事業、NPO、男女共
同参画、自治会、男女共
同参画計画-男女 YOU・
Iプラン-等 

協働推進課 
（関係各課） 

５ 観光広報 観光・イベント・コ まつり等の催し物、自 協働推進課 
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ンベンション等に
おける外部からの
集客促進に関する
情報の提供 

然、歴史、文化、伝統、 
特産品、食、地域ブラン 
ド等 

産業振興課 
観光課    
文化振興課   
スポーツ振興課 

６ 産業広報 産業・機関・物流・
事業投資等の誘引、
立地企業へ利便情
報の提供 

商工業振興、企業誘致、 
住宅改修、農業振興計 
画等 
 

産業振興課 
 

７ 環境・ま
ちづくり
広報 

生活者に対する環
境広報、企業に対す
る環境共生の取組
促進、まちづくりに

関する情報の提供 
 

環境保全、公園・緑地保
全、ごみ対策、都市景
観、交通施策、モノレー
ル延伸推進、土地区画

整理、道路・橋梁・河川・
下水道関係・防犯灯、環
境基本計画、地球温暖
化対策実行計画、一般
廃棄物処理基本計画、
まちづくり基本方針、
みどりの基本計画、下
水道プラン、耐震改修
促進計画、住宅マスタ
ープラン、日産村山工
場跡地等 

環境課 
ごみ対策課 
都市計画課 
交通企画・モノ

レール推進課 
区画整理課 
道路下水道課 

８ 子育て・

教育広報 

子育て情報の提供、

教育計画、就学支援
情報の提供 

母子保健、保育所、児童

館、学校、放課後子ども
教室、地域の子育て情
報、児童手当、子ども・
子育て支援事業計画、
教育、学術、文化振興に
関する総合的施策等 

子育て支援課 

子ども育成課 
地域福祉課 
教育委員会 

９ 生活（豊
かさ）広
報 

公共サービス・施設
等の利便性の向上、
より良く生きるた
めの情報の提供 

広聴、相談、申請、福祉、 
介護、助成、手当、健康、 
保健、予防、診療、栄養、
消費生活、図書館、公共
施設、公共交通、生涯学
習振興、スポーツ振興、

健康増進計画・食育推
進計画、高齢者福祉計
画及び介護保険事業計
画、特定健康診査等実
施計画、地域福祉計画、
避難行動要支援者避難
行動支援プラン、新型

秘書広報課 
市民課 
保険年金課 
課税課 
協働推進課 
健康推進課 

高齢福祉課 
障害福祉課 
地域福祉課 
生活福祉課 
都市計画課 
文化振興課 
スポーツ振興課 
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③ 主な取組とその内容 

ア 広報戦略 PTの設置  

 

 

 

≪平成 30年度≫ 

≪秘書広報課≫ 

 

イ 情報発信年間計画の作成 ※Ⅵ資料編１情報発信計画(25ページ)参照 

 

 

 

 

 

 

≪平成 30年度≫ 

≪各課≫ 

 

 

 

 

 

 

 

インフルエンザ等対策
行動計画、健康増進計
画、障害者計画・障害福
祉計画、国民健康保険
データヘルス計画等 

選挙管理委員会 

10 メディア
広報 

パブリシティ活動、
マスメディアへの
情報提供、良好な関
係の維持 

立川市政記者クラブ報
道関係者、予算記者会
見、プレスリリースマ
ニュアル等 

秘書広報課 
（関係各課） 

11 庁内広報 組織運営ビジョン、
情報等の共有 

公開羅針盤、財務会計
システム、事務連絡、庁
内報いしずえ等 

全課 
秘書広報課 

委員１０人以下で組織し、取組計画の作成、取組状況の確認、取組事項

の見直し等の事項を所掌し広報戦略を推進する。 

各部署において保有する情報の把握と発信する情報の整理を行う。 

具体的には、課においてどのような情報を保有しているかを把握し、そ

れら情報の中から今までどのような情報を発信していたか、今後どのよう

な情報を発信できるかを洗い出し、情報の保有状況と発信状況の見える化

を行う。 

各係単位で情報発信年間計画を作成し、情報管理を実施する。 
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ウ 特命魅力教え隊隊員（特命 MM教え隊）の設置  

 

 

 

 

 

 

    ≪平成 30年度≫ 

≪各課≫ 

 

 

エ マニュアルの更新、作成 

 

 

 

≪平成 30・31 年度≫                                                                                                         

≪秘書広報課≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在設置している市報連絡員及びツイフェス担当者会議制度の見直しを

行い、特命魅力教え隊隊員として統合し新たな役割を持たせる。 

隊員は、各係から１人選出。各係の情報発信年間計画の遂行と広報戦略

における取組をメインに担当する。なお、広報戦略の内容等については研

修を実施する。 

プレスリリースマニュアルの更新。災害時、緊急時等におけるマスコミ

対応マニュアルの作成。 
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⑵  戦略Ⅱ・伝わる広報（情報を分かりやすく発信する広報） 

① ポイント 

正しく伝わる広報を実践する。 

正しく伝わることで、受け手の理解や行動に結び付き、情報を発信する目的が

達成される。正しく伝わるためには、各種広報手段の特性を生かした伝え方に考

慮し、分かりやすい表現で情報を発信することがポイントである。 

研修等を通して職員一人ひとりが、日ごろから、分かりやすい表現を心がける

ことにより、災害時等の緊急事態等の際にも情報を的確に伝えることが可能とな

る。 

 

② 視点とその特性 

主な広報手段における特性は、次のように考えられる。これらの特性を生かし

た情報発信を行うことが必要である。  

 

    主な広報手段における特性 

 視点 特性 

１ 市報むさしむらやま 

市民の市政に関する情報入手方法

の 80％を占める（市民意識調査

から） 

２ 市ホームページ 詳細、迅速性、多言語 

３ 情報提供メール 正確性、信頼性、必要性 

４ ツイッター、フェイスブックページ 
共感の創出（通常時） 

迅速性（非常時） 

５ むさしむらやま動画チャンネル 興味の創出 

６ 掲示板 市民と市民をつなぐ 

７ 
報道＜新聞、エフエムたちかわ、J:COM

等＞  

露出、拡散 

８ 各種お知らせちらし、通知書 訴求性、多言語 

９ 
各種パンフレット、冊子等＜くらしの

便利帳、観光マップ等＞ 

効果的配布、多言語 

10 
武蔵村山の魅力教え隊・マイスター制

度 

各種イベント、観光事業、産業振

興事業、施策等での積極的な活用 

11 キャラクター＜市広報キャラクター 多様な場面での積極的な登用 
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Ｍジロ、魅力づくり推進事業 PR キャ

ラクターむむちゃん＞ 

12 
事業説明会、パブリックコメント、

市長への手紙、出前講座等 

広聴、市政参加 

13 ブランドメッセージ（ロゴ） 

将来どうありたいかを示すこと

ば、ロゴで表現、未来に向け地域

内外の共感を獲得するようなメッ

セージ 

 

③ 主な取組とその内容 

ア 市報むさしむらやま 

(ア)  リニューアル 

 

 

 

 

 

 

 

≪平成 32年度≫ 

≪秘書広報課≫ 

 

(イ) 市報原稿作成ルールブックの見直し 

 

 

 

 

≪平成 32年度≫ 

≪秘書広報課≫ 

 

 

 

 

 

 

市民への情報提供の媒体として、市報の役割は重要である。昭和４３年

（当時は町報）に現在のタブロイド版に、平成１９年に２色刷りを実施し

た以外大きな変更を行っていない市報をリニューアルする。 

更に見やすく、分かりやすいデザインに紙面をリニューアルし、市民の

気持ちに届く企画記事等の掲載で、市民の市政への関心と理解を深め、協

力を得られるものにする。 

 

 

市報のリニューアルに伴い、市報原稿作成ルールブックの見直しを行う。

主な内容は、搭載事項の優先順位、掲載記事原稿の書き方、言葉遣い（新聞

用語と公用文での用語との整合性）、原稿作成時の注意事項等を掲載。 
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イ 市ホームページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪平成 30年度≫ 

≪秘書広報課≫ 

 

ウ ツイッター、フェイスブックページ等 

(ア)  見出し、呼びかけ 

 

 

 

 

≪平成 30年度≫ 

≪各課≫ 

 

(イ)  ＃MM教え隊での投稿記事の集約 

 

 

 

 

≪平成 31年度≫ 

≪秘書広報課≫ 

 

エ 動画 

(ア) むさしむらやま動画チャンネル 

 

 

 

≪平成 30年度≫ 

≪秘書広報課≫ 

更に、アクセシビリティに配慮し、利用者が求める情報へたどり着きや

すく、掲載されている情報が分かりやすいホームページとするため、ホー

ムページ作成に関わる職員・嘱託員を対象とした操作研修の充実を図り、

受講を促す。 

また、市民等が写真を気軽に投稿できる「みちくさ情報局」や、市民と市

民をつなぐ「ひろば欄」の周知を図り、市民にホームページを身近なもの

として活用してもらう。 

ツイッター、フェイスブックページへの投稿文には、文頭に見出しを付

ける又は、届けたい人への呼びかけを入力し、見つけやすさを向上させ

る。 

秘書広報課が中心となり、各課や自主研究グループ等と協力し動画制作

を行い、アップ数を増やす。 

市ホームページ内に、（＃MM教え隊）を付けて投稿した記事が集約する

ような仕組みを設定し、市内イベント等の実行委員会に SNS での告知・PR

時に（＃MM教え隊）を付けて投稿してもらうよう働きかける。 
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(イ) 動画制作 

 

 

 

≪平成 32年度≫ 

≪秘書広報課≫ 

 

オ 武蔵村山の魅力教え隊・魅力マイスター 

 

 

 

 

≪平成 30年度≫ 

≪秘書広報課、観光課≫ 

 

カ 伝わる情報発信（分かりやすい情報発信）研修 

 

 

 

 

≪平成 30年度≫ 

≪秘書広報課・職員課≫ 

 

キ ブランドメッセージの制定 

 

 

 

≪平成 32年度≫ 

≪企画政策課≫ 

 

 

 

武蔵村山の魅力教え隊の認知度と市認知度のアップを図る。 

魅力教え隊員と魅力マイスターとの武蔵村山の魅力探し（交流・勉強会）

を実施する。 

各課発行の情報誌やちらし等の作成、ホームページや SNS 発信に生かせ

る研修（ワークショップ）等を実施し、分かりやすい情報発信に対する組

織風土を作る。 

市制施行５０周年事業の中で、市の将来的ビジョンとなるブランドメッ

セージの制定を行う。 

 

平成 30年度に作成する“国立音楽大学との連携・協力による市 PR用の

歌と踊り”の動画制作を行う。 
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⑶ 戦略Ⅲ・届く広報（必要とする人が見つけやすい広報） 

① ポイント 

その情報を必要とする人が見つけやすいようにすることで、的確に届く広報

を実践する。 

そのためには、発信側の職員が、この情報を誰に届けたいのか等の対象者の違

いを意識し、情報発信媒体を選択し、対象者の目線に立った広報を展開すること

が、この戦略のポイントである。 

発信対象者、発信媒体、発信時機を常に意識したミックス作戦を実施する。 

 

② 視点とその特性 

情報を届ける主な対象者等については、次のとおりとなる。 

 

情報発信の対象者等 

 視点 特性 

１ 対象 市内向け 市民（在住・在勤、日本人、外国人） 

市民（年代別、職業別、ライフスタイル別） 

企業・商店・機関 

市民団体・NPO・自治会等 

特定サービスを必要としている人 

市外向け マスメディア 

他自治体等関係者 

ビジター（観光、ビジネス等） 

転居希望者等 

その他 職員 

２ 媒体 紙 市報、ちらし、パンフレット等 

インターネット ホームページ、ツイッター、フェイスブック、

ユーチューブ、メール配信 、ライン等 

３ 時機 タイミング 適時性、即時性 
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③ 主な取組とその内容 

ア 見つけやすい発信の実施 

(ア)  呼びかけ 

 

 

 

 

 

≪平成 30年度≫ 

≪各課≫ 

 

(イ)  見出し 

 

 

 

≪平成 30年度≫

≪各課≫ 

 

(ウ) タイミング 

 

 

 

≪平成 30年度≫ 

≪各課≫ 

 

イ 情報交換の実施 

 

 

 

 

 

 

≪平成 30年度≫  

≪秘書広報課、協働推進課、観光課≫ 

 

お知らせや募集ちらしやポスターの作成、ホームページ掲載、メール配

信などにおいて、〇〇市民限定、〇〇市民向け、小学生とその保護者様、本

市にお越しの皆様、市外の皆様、企業関係者の皆様、ご家族お揃いでなど、

誰に対して発信するのかを明確にし、届けたい気持ちを表現する。 

 

 

ツイッター、フェイスブックページの投稿記事の頭に、何のお知らせか

が一目で分かるように、見出しを入れる。 

 

情報発信年間計画を基に、いつ、どのタイミングで発信するのが効果的

かを見極める。   

 

報道関係者との情報交換会の実施について検討する。 

また、各部署において関係性の深い市民団体・NPO、企業・機関、関係

団体等の広報関係担当者等とのつながりを持つ。 

各種イベント等の実行委員会の広報関係者等に（＃MM教え隊）を付けて

投稿するように働きかける。 
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ウ 外国人への対応 

 

 

 

 

≪平成 32年度≫ 

≪協働推進課、観光課≫ 

 

エ 高齢者・障害者への対応 

 

 

 

≪平成 30年度≫ 

≪高齢福祉課、障害福祉課≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内在住・在勤、インバウンドにより市を訪れる外国人等への対応のた

め、多言語による情報提供を進めていく。表示物、ちらし、申請書等の多言

語化を庁内に働きかける。 

 

 

 

 

どのような方法での情報提供を必要としているのかを把握し、より情報

が届きやすい手段での提供を目指す。 
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Ⅲ 取組期間・到達目標 

１ 取組期間 

本戦略の取組期間は、平成３０年度から平成３４年度までとする。 

 

２ 取組状況チェック（体制の充実） 

本戦略を実行していくに当たっては、「計画」（Plan:広報戦略）、「実行」（Do:取

組の執行）、「チェック」（Check:取組効果の評価）、「アクション」（Action:広報戦

略の修正）からなる PDCAサイクルの運用が必要である。 

また、PDCA サイクルの効果を高めていくためには、市民の反応に対するモニタ

リングとフィードバック（反応をもとにした戦略の修正）が重要である。 

取組状況のチェックは広報戦略 PTが実施することとし、広報戦略 PTは、取組効

果の外部チェック（市民等の参加）による効果評価の検証方法を検討し実施するも

のとする。 

なお、取組状況チェック、効果評価等を参考にしながら、本戦略の見直し、修正

等を検討する。 

 

３ 到達目標 

本戦略の到達目標値については、平成２５年度に実施した「市民意識調査」の調

査項目結果を基礎データ（現況値）として、目標値を設定するものとする。目標値

の検証については、平成３５年度に実施予定（５年ごとに調査）の「市民意識調査」

において実施する。 

     

    基礎データ ≪平成 25年度市民意識調査関係項目（抜粋）≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市政に関する情報の入手方法は主に「市報・広報誌」が 83.5％、「ホームペー

ジ」が 16.4％、「フェイスブック・ツイッター」が 0.6％。 

・あなたの暮らしをとりまく身近な生活環境についてどのように感じているかの

設問に対して、市報やホームページ等の広報については、「満足」は 8.6％、

「どちらともいえない」が 44.3％と高く、次に「どちらかといえば満足」が

35.5％。 

・市における災害への取組については「どちらともいえない」が 30.7％、「わか

らない」20.1％、合わせると 50％以上が分からないでいる。 
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目標値 

項番 項目 現況値 目標値 

１ 市政に関す

る情報の入

手方法 

ホームページ 16.4％ 24.0％ 

２ フェイスブック・ツイッター 0.6％  3.0％ 

３ 市報やホームページ等の広報についての満足度 44.1％ 75.0% 

４ 
情報提供の

満足度 

道路・公共交通（モノレール・バス

交通等）についての情報 
― 75.0% 

防災、防犯対策についての情報 ― 75.0% 

子育てについての情報 ― 75.0% 

高齢者向け情報 ― 75.0% 

生涯学習についての情報 ― 75.0% 

 

 

 

 

・生涯学習を充実させるためには「学習活動に関する情報を市報やホームページ

などを通じて提供する」が 30.4％。       

・市のまちづくり施策への要望 

  １位 道路・公共交通（多摩都市モノレール・バス交通等）整備    

２位 防災対策の充実・強化   

３位 子育て支援の推進  

４位 高齢者施設の充実       

５位 防犯対策の充実・強化                                        



25 
 

Ⅳ 資料編 
 

１ 情報発信年間計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■情報発信年間計画を立てる際の考え方  

積極的な情報発信への取組のため、各部署の業務全般において、情報は発信す

るものという考えの下、各課（係）で持っている情報で今まで発信していない

が、今後発信可能な情報があるかを検討し抽出する。従来発信してきたものにそ

れらの情報を加え、情報発信計画を立てる。情報発信を戦略的に行うことを通し

て、継続的推進と改善を行い、市民への浸透を図っていくことを目指す。 

①事業名・件名（行事、取組、施策、募集、偶発的出来事、結果報告、進捗状況、

対応状況等） 

市報、ホームページ、ちらし等で周知している情報以外の小さな情報にも着目

する。（公園内の新しい遊具の設置、道路工事のお知らせ、注意看板の設置、施設

の模様替え、風邪の流行、子育て世代への耳より情報等） 

 

 

 

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ① ② 

■シートのイメージ 
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また、市報やホームページ等に掲載した情報でもツイッター、フェイスブック、

メール配信等で積極的に提供する。 

②媒体（発信に使う媒体） 

対象者に伝えるための効果的方法を考える。 

また、効果を高めるため複数の媒体をミックスして使う。ポスターの掲示やち

らしの配布においても効果的配布場所等を考える。 

③開始時期（各媒体での発信開始の時期） 

  効果的情報発信のタイミングを捉える。市報、ホームページでの掲載のほか、

発信時期、発信回数等の自由度が高く随時投稿が可能な SNSを活用する。 

④対象者(各媒体での発信対象者) 

対象者を明確にして的確に情報を届けるよう心がける。同じ情報でも、対象者に

よって、媒体や内容の書き方を変える。 

※区分の考え方 

・市内、市外、 

・年代別（乳幼児の親子、子ども、高齢者等）、 

・ライフスタイル別（独身、共働き、子育て中、子育て卒業、親の介護、リタイ

ア等の世代）、 

・外国人等 

⑤発信目的と工夫（目的としてどういう状態になることを期待するのか、また、そ

うなるための工夫） 

   目的を設定する。どのような状態になることを目指して行うのか。また、その

うな状態にするための工夫を考える。 

⑥報道提供（プレスリリースの有無） 

  プレスリリースを積極的に行う（情報を秘書広報課に提供）。マスメディアからの

報道は、市の認知獲得、情報の即時性や分かりやすさ等において絶大なる効果を持

つ。 

⑦報道掲載（掲載・放映実績とその報道機関等） 

報道されるには、これまでにない新しい取組、時流にあった取組、驚きやストー 

リー性のある取組などが求められる。 

⑧目的達成度と改善点（結果として何らかの動機付けとなったか、具体的な行動につ

ながったか。その結果を受けての改善点等） 

   目的はどの程度達成できたか、届いた情報によって対象者がどのような行動を

とったか、何らかの動機付けとなったのか等を検証する。 

結果的にどのような効果や課題があったのかを評価し、改善につなげる。 

〇検証項目の考え方 

ア 参加した  
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イ 認識し、関心を抱き、感謝、満足の気持ち等を感じた 

ウ 誰かに教えたい、市内外に広めたいと思った、又は教えた、広めた 

アについては、実績で把握できるが、イ・ウについては、アンケート等の実施

が可能であれば、それによって把握する。 
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２ 武蔵村山市広報戦略策定委員会設置要綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武蔵村山市広報戦略策定委員会設置要綱 

  

（設置） 

第１条 武蔵村山市の魅力を効果的に情報発信する広報戦略を策定するため、広報戦

略策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

 ⑴ 広報戦略の策定に関すること。 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、市の広報活動に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長１人及び委員４人で組織する。 

２ 委員長、副委員長及び委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。 

⑴ 委員長 企画財務部秘書広報課長 

⑵ 副委員長 協働推進部産業観光課長 

⑶ 委員 協働推進部環境課長、健康福祉部子育て支援課長、都市整備部都市計画

課長及び教育部文化振興課長 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、委員会を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、会議の議長となり会議を運営する。 

３ 委員長は、必要に応じ会議に委員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。 

 （部会） 

第６条 委員会に、広報戦略に関して情報収集及び課題を検討するため、広報戦略検

討部会（以下「部会」という。）を置く。 

 （部会の組織） 

第７条 部会は、部会長、副部会長１人及び部員６人で組織する。 

２ 部会長、副部会長及び部員は、次に掲げる者とする。 

⑴ 部会長 企画財務部秘書広報課主査 

⑵ 副部会長 部会員のうち部会長が指名する者 

⑶ 部会員 委員長が指名する者 
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（部会長及び副部会長） 

第８条 部会長は、部会を総理する。 

２ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代理する。 

 （部会の会議） 

第９条 部会は部会長が招集する。 

２ 部会長は、議長となり会議を運営する。 

（任期） 

第１０条 委員及び部会員の任期は、平成３０年３月３１日までとする。 

 （庶務） 

第１１条 委員会及び部会の庶務は、企画財務部秘書広報課において処理する。 

 （委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が

委員会に諮って定める。 

   附 則 

この要綱は、平成２８年５月２４日から施行する。 
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３ 武蔵村山市広報戦略策定委員会委員名簿 

■策定委員会 

■検討部会 

 

 

 

区 分 氏 名 職 名 備 考 

委員長 岡野 佳子 秘書広報課長  

副委員長 児玉 眞一 観光課長  

委 員 川口 渉 環境課長  

委 員 三條 博美 
子育て支援課長 

平成 29年 10月 1日～ 

委 員 小林 真 ～平成 29 年 9月 30日 

委 員 並木 篤志 都市計画課長  

委 員 山田 義高 文化振興課長  

区 分 氏 名 職 名 備 考 

部会長 疋田 孝介 秘書広報課主査  

副部会長 井上 美紀 スポーツ振興課主事  

部 員 天野 竜一 企画政策課主任  

部 員 奥住 有貴 文書情報課主事  

部 員 奥田 恭央 課税課主任  

部 員 長堀 武 協働推進課主査  

部 員 館 志保 子ども育成課主事  

部 員 橋本 真奈美 健康推進課主任  
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４ 武蔵村山市広報戦略策定委員会開催経過 

■策定委員会 

開催年月日 回 議     題 

平成２８年度 

平成２８年 

  ６月１７日 
第１回 

(1)武蔵村山市広報戦略検討部会員公募について 

(2)その他 

平成２９年度 

平成２９年 

  ７月１０日 
第１回 

(1)広報戦略（シティプロモーション戦略）概要

（案）の検討について 

(2)その他 

平成２９年 

 １０月２６日 
第２回 

(1)広報戦略（案）について 

(2)その他 

平成２９年 

 １１月１７日 
第３回 

(1)広報戦略（案）について 

(2)その他 

平成３０年 

  ２月 ７日 
第４回 

(1)広報戦略（案）について 

(2)その他 

平成３０年 

  ３月１５日 
第５回 

(1)広報戦略（案）について 

(2)その他 

 ■検討部会 

開催年月日 回 議     題 

平成２８年 

  ７月１３日 
第１回 

(1)広報戦略とは 

(2)副部会長について 

(3)検討内容について 

(4)その他 

平成２８年 

  ９月１４日 
第２回 

(1)武蔵村山市の広報の現状と課題について 

(2)大学及びセブンイレブンとの連携が可能な施策

について 

(3)その他 

平成２８年 

 １１月 ９日 
第３回 

(1)広報戦略の基本理念について 

(2)広報戦略の基本方針について 

(3)その他 

平成２９年 

  ２月１０日 
第４回 

(1)広報戦略（案）について 

(2)その他 

平成２９年 

  ３月２４日 
第５回 

(1)広報戦略（案）について 

(2)その他 
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５ 広報戦略検討部会報告書「広報戦略」（抜粋） 

第三章 広報戦略の目標 

１ 基本理念 

市外向けには、市への来訪者を増加させるため、市のことを知ってもらわなければな

りません。市内向けには、市の魅力を知ってもらい、住み続けたいまちという愛着心を

持ってもらう必要があります。そのために、現状よりも効果的な広報に努めます。 

 まず、職員の広報活動に対する意識改革を図ることで、市に対する誇りを持ち、市の

良さを実感し、情報の共有化と横断的な連携によって、組織のつながりを強化・活性化

につなげます。 

 また、市が一方的に情報発信をしているだけでは、情報の広がりに限界があります。 

 職員が情報を適切に発信することにより、市民の理解が深まるとともに、市民からの

信頼を得ることで、市と市民のより良い関係が構築されます。このような関係から、市

民を巻き込んだ広報活動をすることにより、より多くの方に武蔵村山市を好きになって

もらい、さらなる円滑な広報活動につなげます。 

 

 これらのことから、広報戦略の基本理念を次のように定めます。 

 

 

みんながつながる 好きになる むさしむらやま 

 

 

２ 基本方針 

 基本理念に基づき、次の２つの基本方針を定めます。 

 

基本方針１「つながる」 

 

 職員同士の連携、市民による情報発信の促進、他市との交流などにより、周囲を巻き

込んだ広報活動につなげます。 

 

職員同士が「つながる」 

 各課・各担当者によって情報量・発信力・更新頻度に差がある現状を改善しなければ

なりません。そのためには、職員間の意識の共有、情報の共有が必要となり、職員同士
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のつながりが重要となります。 

 

市民と市が「つながる」 

 情報の受け手となる市民が、市の情報発信により、今まで以上に市についての理解を

深められるように情報提供を行います。市民に対しての適切な情報提供を行うことで、

市民の理解を得ることができます。また、職員が積極的に市民と交流を図ることで、よ

り地域を知る機会となりお互いの信頼につながります。 

 

市民と市民が「つながる」 

 「武蔵村山の魅力教え隊（ＭＭ教え隊）」「武蔵村山の魅力マイスター制度」を活用し、

市民自らが市の魅力を発信することを促がします。また、市民同士の交流につながる機

会を設けることで、市民間の情報共有を図ります。 

 

他団体と市が「つながる」 

 近隣市、姉妹都市及び企業等との交流を図り、広域の情報発信につなげます。 

 

 

  

基本方針２「みんなに好きになってもらう」 

 

 市を好きになることで、また訪れたくなる、もっと知りたくなる、他者に広めたくな

るなど、さまざまな効果が期待できます。 

 

職員に「好きになってもらう」 

 市のことをよく知っている職員もいれば、まだ市の魅力を理解していない職員もいま

す。職員一人ひとりが情報の発信者となるには、市に対する誇りや愛着心を持ち、市の

良さを実感する必要があります。 

 

市民に「好きになってもらう」 

 市の良さに気付いてもらい、市民自らが情報の発信者となってもらいます。そうする

ことで、「武蔵村山の魅力教え隊」「武蔵村山の魅力マイスター制度」についても、最大

限に活用することができます。 

 

市外の人に「好きになってもらう」 

 武蔵村山市のことを知らなければ、好きになってもらうことはできません。市外の人

には、まず知ってもらうこと、気にしてもらうことを考えます。武蔵村山市のことを全
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く知らない人の目にも届くような広報活動を展開します。 

 

第四章 具体施策 

基本方針を基に、「つながる」ため、「みんなに好きになってもらう」ために次の施策

に取り組みます。 

（１）職員の広報意識向上のための取り組み 

 ２つの基本方針を達成するためには、第２章２広報活動の課題（１）職員の広報意識

に対する施策が必要です。そこで、まずは職員の広報意識向上に資する施策に取り組み

ます。 

  

 

（２）「つながる」「好きになってもらう」ための取り組み 

 ２つの基本方針を達成するため以下の具体的な施策を実施又は検討します。 

 

Ｎｏ. 取組事項 内容 

１ 庁内報いしずえの活用 

秘書広報課で年４回発行しているいしずえを

活用します。いしずえに市内の魅力を紹介する

コーナーを設け、職員に市の魅力を伝えます。

職員が市の魅力を今まで以上に知り、興味を持

つことで情報発信する機会や広報意識を向上

させます。 

２ 
職員向け広報マニュアルの

作成 

誰に、いつ、何を、どのように伝えるかが明確

に分かり、誰もが的確に情報発信ができるよ

う、広報手段についてのマニュアルを作成しま

す。 

職員が広報すべきポイントを明確にすること

により、広報意識の向上につなげます。 

３ 
職員向けの情報発信力向上

の研修を実施 

職員一人ひとりが「広報マン」という意識を醸

成させ、情報発信力向上のため、効果的な情報

発信の方法や、写真の撮り方などの研修を実施

します。 

Ｎｏ. 取組事項 内容 

１ 
担当者同士での情報共有会

議の開催 

各課で今なにが行われているか、職員同士で共

有するため、担当者レベルでの情報共有会議を
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開催します。 

２ マスメディアの活用 

より多く、そして広範囲に情報を伝達する手段

として、マスメディアに市の情報を積極的に提

供していきます。 

３ 
武蔵村山の魅力教え隊・マ

イスター・市民等の交流会 

市内の魅力をたくさん知っている「武蔵村山の

魅力教え隊」、市内の魅力づくり等に携わって

いる「マイスター」等と交流の場を設けること

により、さまざまな知識を持つ人同士がつなが

るとともに、新たな魅力教え隊員の発掘をしま

す。 

４ モニターバスツアーの実施 

市のことをより知ってもらうために、市の魅力

を詰め込んだモニターバスツアーを実施しま

す。 

５ 
武蔵村山の魅力教え隊・マ

イスター制度の活用 

市の発信では届けられない人にも情報を伝達

できるよう、魅力教え隊・マイスターに、積極

的に市の魅力を発信してもらいます。 

６ 
認知度向上につながるグッ

ズの作成 

市の名産品や伝統文化の継承、新たな市場拡大

及び魅力の発信のために、グッズの作成を検討

します。 

７ 

魅力づくり推進事業 PR キ

ャラクター「むむちゃん」

の活用 

「むむちゃん」を使用した名刺等 PR グッズを

作成します。「むむちゃん」のデザインを担当し

た市内在住の漫画家・なるあすく氏に、市をイ

メージした「むむちゃん」のイラストを依頼し

ます。 

８ 

「武蔵くんと村山さんは付

き合ってみた。」聖地巡礼

マップの作成 

武蔵村山市を舞台にした漫画「武蔵くんと村山

さんは付き合ってみた。」で登場した場所をま

とめたマップを作成します。 

９ 動画で市内を紹介 

上記漫画「武蔵くんと村山さんは付き合ってみ

た。」で登場した場所を紹介する動画を作成し

ます。また、国立音楽大学と連携し市の PR 動

画の作成を検討します。 

１０ 
一言コメント送信フォーム

の設置 

こちらの思いを一方的に伝えるだけではなく、

匿名で一言コメントがワンクリックで送信で

きるフォームをホームページに設置し相互情

報共有の仕組みを検討します。 
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